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障がい者地域生活支援事業

①市町村障がい者地域生活支援事業

１ 趣 旨

障がい者に最も身近な市町村が主体的に地域の実情や利用者の状況に応じた柔軟で細やかなサー

ビスを提供することにより、障がい者が地域で自立した日常生活や社会生活が営めるようにします。

２ 事業の概要

（１）子ども発達支援事業費補助金

早期療育は、障がい者児の障がいの軽減・社会適応能力の向上を図るうえで重要な取組であり、

どの地域でも平等に療育が受けられるよう、市町村が、就学前の児童・家族を対象に地域の中で

行う療育活動や、就学児童を対象に土日・祝日等に行う社会活動・ボランティア等との交流事業

を支援します。また、障がい児等の家族への支援として市町村が行う、障がい児等の保護者相談

や情報交換の場の提供などの事業を支援します。

・実施主体：市町村、補助率：県１/２、市町村１/２

（２）市町村地域生活支援事業

障がい者や障がい児の保護者等からの相談に対応し必要な情報を提供、手話通訳者の派遣、日

中活動の場を提供するなどの必須事業のほか市町村が必要と判断した事業を支援します。

①実施主体：市町村、補助率：国１/２、県１/４、市町村１/４

②事業内容

３ 平成２２年度予算額

子ども発達支援事業費補助金: １２，５１７千円

市町村地域生活支援事業 : １５９，５３８千円 （担当課 障がい福祉課）

必須事業
市町村相談支援機能強化事業 専門的職員配置

入居支援
２４時間支援
ｻﾎﾟｰﾄ体制調整

手話通訳者設置
手話通訳者等派遣

日常生活用具給付事業
個別支援型
ｸﾞﾙｰﾌﾟ支援型
車両移送型

地域活動支援ｾﾝﾀｰ機能強化事業
その他の事業

更生訓練費給付事業
施設入所者就職支度金給付事業

生活訓練等事業
本人活動支援事業
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動支援事業
福祉機器リサイクル事業
その他生活支援事業

ｽﾎﾟｰﾂ・ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ教室開催等事業
芸術・文化講座開催等事業
点字・声の広報等発行事業
奉仕員養成研修事業
自動車運転免許取得・改造助成事業
その他社会参加促進事業

重度障害者在宅就労促進特別事業（バーチャル工房支援事業）

知的障害者職親委託制度

市町村事業名

日常生活用具給付事業

地域活動支援ｾﾝﾀｰ機能強化事業

福祉ホーム事業

その他の事業

相談支援事業

成年後見制度利用支援事業

コミュニケーション支援事業

移動支援事業

更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

生活支援事業

日中一時支援事業
生活サポート事業

社会参加促進事業

身体障害者自立支援事業

盲人ホーム事業
訪問入浴サービス事業

コミュニケーション支援事業

住宅入居等支援事業

移動支援事業


